
 

 

 

 
 
 

長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例施行規則（案）の概要 

食品・生活衛生課 

１ 趣 旨 

  長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例に基づき、同条例が定める周辺地域の住民に対

する事業の説明、衛生面の確保等の事業者等の責務に関する事項や、事業実施方針及び事業の実施

を制限する区域及び期間を具体的に定める。 

 

２ 内 容 

（１）事前説明を行う

周辺地域の住民の

対象及びその範囲 

・事業を営もうとする住宅の周囲（敷地の隣接者）の住民 

・住宅への通路を共有するなど生活環境への影響が想定される住民 

・地域の自治会等の代表者、別荘地・マンション等の管理法人等 

（２）事前の説明の 

内容 

・事業実施者の氏名・住所及び住宅の所在地 

・宿泊者本人の確認・安全の確保、ごみの処理方法 

・苦情及び問い合わせへの対応の体制 等 

（３）住宅宿泊事業者

の講ずべき措置 

①衛生の確保 

・宿泊室、台所、便所、浴室、洗面所等の宿泊者が入れ替わるごと

（長期滞在の場合は、原則毎日１回以上）の清掃 

・使用する水が水道水以外の場合及びろ過器を用いる浴槽水の水質

検査の実施 

・浴槽水の適切な管理（毎日１回以上の換水による清掃） 等 

②苦情及び問い合わせに適切かつ迅速に対応する体制 

・苦情等があってから当該住宅に概ね 30分以内に到着して対応でき 

る体制 

（４）届出書へ添付す

る事業実施方針の

内容 

・鍵の受渡しの方法 

・本人確認の方法、頻度（７日以上滞在の場合） 

・宿泊者の安全確保（避難経路や避難場所）の宿泊者に対する説明内

容 

・ごみの処理に関する事項（ごみの処理の方法と宿泊者への案内） 

・衛生の確保に関する事項（清掃・換気や浴槽水入れ換えの頻度） 

・外国人宿泊者に対する措置（設備の使用方法の説明） 

・生活環境悪化防止の措置（騒音・火災の防止、その他事項） 

・苦情等への対応 

 

（５）事業の実施を制限する区域と期間   別添のとおり 
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別紙 

区    域 期    間 対象市町村 

１【学校等の周辺の静穏な環境の維持・防犯】 

＜区域＞学校等の敷地から概ね 100ｍ以内の区域 

＜指定＞全県一律（ただし、市町村からの申出に基

づき、区域の解除が可能） 

○月曜日から金曜

日まで 

（休日及び学校等

の長期休業期間を

除く。） 

【全て解除の市町村】 

根羽村、売木村、豊丘村、小谷村、

小布施町 

【一部解除の市町村】 

下諏訪町、宮田村 

◆別表第７の１ 

２【学校等以外の施設における児童の学習等の環

境の保持】 

＜区域＞社会教育施設など学校等に準ずる施設の

敷地から概ね 100ｍ以内の区域のうち、市

町村の意見等を踏まえ、規則で定める区

域 

＜指定＞市町村からの申出に基づき、規則で指定 

○児童厚生施設・図

書館 

⇒開所日・開館日 

○公民館その他の

施設 

⇒施設ごとにそ

れぞれ規則で

定める期間 

【指定する市町村】 

小海町、佐久穂町、軽井沢町、御

代田町、長和町、青木村、諏訪市、

茅野市、下諏訪町、原村、南箕輪

村、大鹿村、木曽町、安曇野市、

生坂村、朝日村、大町市、池田町、

長野市、千曲市、中野市、山ノ内

町 

◆別表第１及び第２ 

３【医療・福祉施設における静穏な環境の保持】 

＜区域＞医療提供施設・社会福祉施設の敷地から

概ね 100ｍ以内の区域のうち、市町村の意

見等を踏まえ、規則で定める区域 

＜指定＞市町村からの申出に基づき、規則で指定 

○施設ごとにそれ

ぞれ規則で定め

る期間 

【指定する市町村】 

軽井沢町、御代田町、長和町、青

木村、茅野市、木曽町、池田町 

◆別表第３ 

 

４【住居専用地域における静穏な環境の維持】 

＜区域＞住居専用地域 

＜指定＞全県一律（ただし、市町村からの申出に基

づき、区域の解除が可能） 

○月曜日から金曜

日まで 

（休日を除く。） 

【解除する市町村】 

松川町、小布施町 

◆別表第７の２ 

５【住宅団地等における静穏な環境の維持】 

＜区域＞住居専用地域に準ずる区域として、市町

村の意見等を踏まえ、規則で定める区域 

＜指定＞市町村からの申出に基づき、規則で指定 

○月曜日から金曜

日まで 

（休日を除く。） 

【指定する市町村】 

軽井沢町、御代田町、安曇野市 

◆別表第４ 

６【別荘地等における静穏な環境の維持】 

＜区域＞別荘地などで、騒音等による生活環境の

悪化防止が特に必要な区域のうち、市町

村の意見等を踏まえ、規則で定める区域 

＜指定＞市町村からの申出に基づき、規則で指定 

○生活環境の悪化

防止のため特に

必要な期間とし

て、規則で定める

期間 

【指定する市町村】 

川上村、青木村、茅野市、木曽町 

◆別表第５ 

７【交通の混雑等による生活環境の悪化の防止】 

＜区域＞冬季におけるスキー場周辺など交通の混

雑等による生活環境の悪化防止が特に必

要な区域のうち、市町村の意見等を踏ま

え、規則で定める区域 

＜指定＞市町村からの申出に基づき、規則で指定 

○生活環境の悪化

防止のため特に

必要な期間とし

て、規則で定める

期間 

軽井沢町、上田市、茅野市、白馬

村、山ノ内町、野沢温泉村 

（白馬村及び野沢温泉村は、家主

居住型の場合は制限しない） 

◆別表第６ 

※ ４～６の制限は、届出住宅に、家主が居住する場合や管理者が常駐する場合には、適用しない。 

※ １、４及び５の期間は、市町村の申出に基づき、規則で定めるところにより、緩和することができる。 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 



 



 


